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公立大学法人山口県立大学定款
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第４章 業務及びその執行（第２３条・第２４条）

第５章 資本金(第２５条)

第６章 雑則(第２６条・第２７条)

附則

第１章 総則

（目的）

この公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、地域における知第１条

の拠点として、住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する専門の学術を

深く教授研究するとともに、高度な知識及び技能を有する人材の育成並びに研究成果の

社会への還元による地域貢献活動を積極的に展開し、もって人々が生き生きと暮らす社

会の形成に資することを目的とする。

（名称）

この公立大学法人の名称は、公立大学法人山口県立大学（以下「法人」という ）第２条 。

とする。

（大学の設置）

、 、 （ 「 」 。）第３条 法人は 第１条の目的を達成するため 山口県立大学 以下 県立大学 という

を山口市に設置する。

（設立団体）

法人の設立団体は、山口県とする。第４条

（事務所の所在地）

法人は、事務所を山口県山口市桜畠３丁目２番１号に置く。第５条

資 料 ８
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（特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別）

法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。第６条

（公告の方法）

法人の公告は、山口県報に掲載して行う。第７条

第２章 役員

（役員）

法人に、次の役員を置く。第８条

（１）理事長 １人

（２）副理事長 １人

（３）理事 ３人以内

（４）監事 ２人

（役員の職務及び権限）

理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。第９条

２ 理事長は、第１７条第１項各号に掲げる事項について決定をしようとするときは、第

１３条第１項に規定する経営審議会（以下「経営審議会」という ）の議を経なければ。

ならない。

３ 理事長は、第２２条各号に掲げる事項について決定をしようとするときは、第１８条

第１項に規定する教育研究評議会（以下「教育研究評議会」という ）の議を経なけれ。

ばならない。

４ 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故が

あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

５ 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

６ 理事は、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理

事長が欠けたときはその職務を行う。この場合において理事が二人以上あるときは、あ

らかじめ理事長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

７ 監事は、法人の業務を監査する。

８ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は山口県知事（以

下「知事」という ）に意見を提出することができる。。

（役員の任命）

理事長の任命は、法人の申出に基づいて、知事が行う。第１０条

２ 理事長は、県立大学の学長となる。

３ 第１項の申出は、次の各号に掲げる委員各４人により構成する会議（以下「理事長選
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考会議」という ）の選考に基づき行う。。

（１）経営審議会の委員（理事長である委員を除く ）のうちから互選された者。

（２）教育研究評議会の委員（前項の規定により県立大学の学長となる理事長（以下「学

長となる理事長」という ）である委員を除く ）のうちから互選された者。 。

４ 理事長選考会議の委員は、前項第１号に掲げる委員にあってはそのうち３人を第１３

条第２項第３号又は第５号に掲げる者とし、前項第２号に掲げる委員にあってはそのう

ち１人を第１８条第２項第２号又は第６号に掲げる者とする。

５ 理事長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

６ 議長は、理事長選考会議を主宰する。

７ 第３項から前項までに定めるもののほか、理事長選考会議の議事の手続その他理事長

選考会議に関し必要な事項は、理事長選考会議の議を経て、法人の規程で定める。

副理事長及び理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研第１１条

究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、理事長が

任命する。

２ 理事長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でな

い者の数が理事の定数の２分の１以上となるようにしなければならない。

３ 監事は、財務管理、経営管理その他法人が行う事務又は事業の運営に関し優れた識見

を有する者であって、弁護士、公認会計士、税理士その他監査に関する実務に精通して

いるもののうちから、知事が任命する。

（役員の任期）

理事長の任期は、２年以上６年を超えない範囲内において、理事長選考会議の第１２条

議を経て、法人の規程で定める。

２ 副理事長及び理事の任期は、６年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし、

副理事長及び理事の任期の末日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末

日以前でなければならない。

３ 監事の任期は、２年とする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現

に法人の役員又は職員でなかったときの前条第２項、次条第２項第３号及び第１８条第

２項第２号の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者と

みなす。

第３章 審議機関

第１節 経営審議会

（設置及び構成）

法人に、法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営審議会を置く。第１３条

２ 経営審議会は、次に掲げる委員１０人以内で構成する。

（１）理事長
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（２）副理事長

（３）理事長が指名する理事（その任命の際現に法人の役員又は職員でない者に限る ）。

（４）理事長が指名する職員

（５）法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちか

ら、理事長が任命するもの

３ 前項第３号及び第５号の委員の数の合計は、経営審議会の委員の定数の２分の１以上

でなければならない。

（委員の任期）

委員の任期は、２年とする。ただし、前条第２項第１号から第３号までに掲げ第１４条

る委員の任期は、法人の役員としての任期による。

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（招集）

経営審議会は、理事長が招集する。第１５条

２ 経営審議会の委員の定数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項を記載した書面

を理事長に提出して経営審議会の招集を請求したときは、理事長は、遅滞なく経営審議

会を招集しなければならない。

（議事）

経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。第１６条

２ 議長は、経営審議会を主宰する。

３ 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

４ 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（審議事項）

経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。第１７条

（１）中期目標についての意見（法人が地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。

以下「法」という ）第７８条第３項の規定により知事に対し述べる意見をいう。以下。

同じ ）に関する事項のうち、法人の経営に関するもの。

（２）中期計画（法第２６条第１項の規定により法人が作成する計画をいう。以下同じ ）。

及び年度計画（法第２７条第１項の規定により法人が定める計画をいう。以下同じ ）。

に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

（３）法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関

するもの

（４）学則（法人の経営に関する部分に限る 、会計規程、役員に対する報酬及び退職手。）
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当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規

程の制定又は改廃に関する事項

（５）学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

（６）職員の人事に関する事項のうち、定数管理、給与制度その他の法人の経営に関する

もの

（７）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

（８）組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

（９）その他法人の経営に関する重要事項

２ 経営審議会は、前項第５号及び第６号に掲げる事項（同号に掲げる事項にあっては、

教員の人事に関するものに限る ）を審議するときは、あらかじめ、教育研究評議会の。

意見を聴き、当該意見に配慮するものとする。

第２節 教育研究評議会

（設置及び構成）

法人に、県立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研第１８条

究評議会を置く。

２ 教育研究評議会は、次に掲げる委員２０人以内で構成する。

（１）学長となる理事長

（２）理事（その任命の際現に法人の役員又は職員でない者に限る ）のうち、第１３第。

２項第３号に掲げる委員以外の者

（３）県立大学の副学長

（４）学部、研究科その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、法人の規程で定める者

（５）学長となる理事長が指名する職員

（６）法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちか

ら、学長となる理事長が任命するもの

３ 前項第２号及び第６号の委員の数の合計は、２人以上でなければならない。

（委員の任期）

委員の任期は、２年とする。ただし、前条第２項第１号から第４号までに掲げ第１９条

る委員の任期は、同項第１号から第４号までに規定する法人の役員又は職員としてその

職にある期間とする。

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（招集）

教育研究評議会は、学長となる理事長が招集する。第２０条

２ 教育研究評議会の委員の定数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項を記載した

書面を学長となる理事長に提出して教育研究評議会の招集を請求したときは、学長とな

る理事長は、遅滞なく教育研究評議会を招集しなければならない。
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（議事）

教育研究評議会に議長を置き、学長となる理事長をもって充てる。第２１条

２ 議長は、教育研究評議会を主宰する。

３ 教育研究評議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

４ 教育研究評議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

（審議事項）

教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。第２２条

（１）中期目標についての意見に関する事項のうち、教育研究に関するもの

（２）中期計画及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの

（３）法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に関す

るもの

（４）学則（法人の経営に関する部分を除く ）その他の教育研究に係る重要な規程の制。

定又は改廃に関する事項

（５）教員の人事に関する事項のうち、採用及び昇任並びに不利益処分の決定その他の教

育研究の特性に特に配慮する必要があるもの

（６）教育課程の編成に関する方針に係る事項

（７）学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

（８）学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に

関する方針に係る事項

（９）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

（１０）その他県立大学の教育研究に関する重要事項

第４章 業務及びその執行

（業務の範囲）

法人は、次に掲げる業務を行う。第２３条

（１）県立大学を設置し、これを運営すること。

（２）学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

（３）法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以

外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

（４）公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

（５）県立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

（６）前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

（業務の執行方法）

法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方第２４条
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法書の定めるところによる。

第５章 資本金

法人の資本金は、山口県が出資する別表に掲げる資産について、出資の日現在第２５条

における時価を基準として、学識経験者の意見を聴いて山口県が評価した価額の合計額

とする。

第６章 雑則

（解散に伴う残余財産の帰属）

法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるとき第２６条

は、当該残余財産を山口県に帰属させる。

（規程への委任）

法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほ第２７条

か、法人の規程の定めるところによる。

附 則

（施行期日）

１ この定款は、法人の成立の日から施行する。

（学長となる理事長の任命の特例）

２ 法第７２条第１項の規定による学長となる理事長の法人の成立後最初の任命について

は、第１０条第１項の規定にかかわらず、法人の申出に基づくことを要しないものとし、

知事が行う。

（学長の任期の特例）

３ 法第７４条第２項の規定による県立大学の設置後最初の学長の任期は、２年とする。
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別表（第２５条関係）

１ 土地

所 在 面積(単位 平方ﾒｰﾄﾙ)

37.77山口市桜畠三丁目２２１６番１

68.33〃 〃 ２２１７番１

295.28〃 〃 ２５３４番２

6,860.07〃 〃 ２６３１番１

5.02〃 〃 ２６３１番６

785.51〃 〃 ２６５０番１

34.63〃 〃 ２６５０番２

2,194.61〃 〃 ２６５１番

6,648.50〃 〃 ２６５２番

8,805.35〃 〃 ２６５５番４

2,840.26〃 〃 ２６６０番１

171.94〃 〃 ２６７１番２

2,960.29〃 〃 ２６７５番１

558.84〃 〃 ２６７５番２

5,030.02〃 〃 ２６８２番１

552.16〃 〃 ２６８２番２

224.03〃 〃 ２６８２番３

2,397.10〃 大字宮野下字上土井２６３８番１

4,467.07〃 〃 〃 ２６４１番１

47.33〃 〃 字下土井２６１３番２

6,636.71〃 〃 字庵河内２５９５番２

168.31〃 〃 字上の山２５８０番

311.60〃 〃 〃 ２５８１番

1,759.04〃 〃 〃 ２５８２番

29.82〃 〃 〃 ２５８２番１

26.71〃 〃 〃 ２５８２番２

165.08〃 〃 〃 ２５８２番３

160.58〃 〃 〃 ２５８２番４

103.02〃 〃 〃 ２５８３番

455.17〃 〃 〃 ２５８４番

1,740.56〃 〃 〃 ２５８５番

144.71〃 〃 〃 ２５８６番

714.64〃 〃 〃 ２５８７番

820.20〃 〃 〃 ２５８８番１

427.49〃 〃 〃 ２５８９番１

84.06〃 〃 〃 ２５８９番５
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1,173.10〃 〃 〃 ２５９０番１

647.63〃 〃 〃 ２５９１番１

3.35〃 〃 〃 ２５９１番３

22.76〃 〃 〃 ２５９１番８

99.48〃 〃 〃 ２５９１番９

870.00〃 〃 字上ノ山５４０番

3,902.10〃 〃 〃 ５４１番２

12,108.17〃 〃 〃 ５４２番

178.21〃 〃 〃 ５４３番

450.88〃 〃 〃 ５４４番

31.18〃 〃 〃 ５４５番

1,882.30〃 〃 字三本松４９９番

529.18〃 〃 〃 ５００番

596.24〃 〃 〃 ５０１番

596.41〃 〃 〃 ５０２番

596.50〃 〃 〃 ５０３番

1,148.86〃 〃 〃 ５０４番

587.28〃 〃 〃 ５０５番

326.99〃 〃 〃 ５０６番

299.99〃 〃 〃 ５０７番

1,126.56〃 〃 〃 ５０８番１

442.10〃 〃 〃 ５１４番

19,899.72〃 〃 〃 ５２１番

16,625.95〃 〃 〃 ５２２番

167.76〃 〃 〃 ５２２番１

2,231.81〃 〃 〃 ５２３番

2,733.30〃 〃 〃 ５２４番

6,182.27〃 〃 〃 ５２５番

7,145.03〃 〃 〃 ５２６番

8,960.89〃 〃 〃 ５２７番１

5,131.48〃 〃 〃 ５２７番第１

347.47〃 〃 〃 ５２８番第１

4,040.35〃 〃 〃 ５２８番２

327.00〃 〃 字三本松山５０９番

284.96〃 〃 〃 ５１０番

884.67〃 〃 〃 ５１０番第１

333.00〃 〃 〃 ５１１番

333.00〃 〃 〃 ５１２番

1,360.90〃 〃 〃 ５１３番

442.09〃 〃 〃 ５１５番

910.98〃 〃 〃 ５１６番
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929.19〃 〃 〃 ５１７番

1,033.39〃 〃 〃 ５１８番

558.74〃 〃 〃 ５１９番

406.60〃 〃 〃 ５２０番

513.38〃 〃 字三本松中山４９８番１

6.23〃 〃 字上滑２００９番３

5.41〃 〃 〃 ２００９番４

10,188.34〃 〃 字上平野４８２番６

208.13〃 〃 〃 ４８２番５６

18,306.02〃 〃 〃 ４８３番１

1,586.74〃 〃 〃 ４８４番１

872.57〃 〃 〃 ４８４番２

8,634.41〃 〃 字大工給５５３番

50.00〃 〃 〃 ５５４番

2,554.72〃 〃 〃 ５５５番

5,192.29〃 〃 〃 ５５６番

11,009.00〃 〃 〃 ５５７番

25.07〃 〃 〃 ５５７番１

12,242.95〃 〃 〃 ５５８番

8,052.13〃 〃 字大工給下山５５１番

73.09〃 〃 〃 ５５２番

572.48〃 〃 字椿２２２０番

289.32〃 〃 〃 ２２２１番

124.44〃 〃 〃 ２２２２番

248.38〃 〃 〃 ２２２３番

521.47〃 〃 〃 ２２２４番

880.22〃 〃 〃 ２７１５番

86.56〃 〃 〃 ２７１５番１

70.84〃 〃 〃 ２７１５番２

455.92〃 〃 〃 ２７１５番３

1,726.26〃 〃 〃 ２７１７番

606.37〃 〃 〃 ２７１８番

90.43〃 〃 〃 ２７１９番

889.37〃 〃 〃 ２７２０番

675.09〃 〃 〃 ２７２１番

3,421.09〃 〃 字仙花寺５４７番１

5,841.60〃 〃 〃 ５４８番１

5,860.69〃 〃 〃 ５４９番１

143.50〃 〃 〃 ５４９番３

271.47〃 〃 〃 ５５０番

498.11〃 〃 字泉花寺２７０４番４
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1,054.60〃 〃 〃 ２７０５番３

554.85〃 〃 〃 ２７０６番

50.51〃 〃 〃 ２７０６番１

44.29〃 〃 〃 ２７０６番２

10.68〃 〃 〃 ２７０６番３

891.20〃 〃 字上通２９４２番１

1,643.17〃 〃 字堤下２９４４番１

766.77〃 〃 〃 ２９４６番１

5,034.08〃 〃 字平野２０１２番１

２ 建物

種 類 所 在 床面積(単位 平方ﾒｰﾄﾙ)

2,586.99本館 山口市桜畠三丁目２６５２番地

648.04２号館 〃 〃 〃

646.65厚生棟 〃 〃 〃

584.88課外活動棟 〃 〃 〃

126.90更衣室棟 〃 〃 〃

3,239.61１号館 〃 〃 ２６３１番地１

1,239.34体育館 〃 〃 〃

263.52クラブ棟 〃 〃 〃

129.60図学教室 〃 〃 〃

52.00倉庫 〃 〃 〃

24.27〃 〃 〃 〃

9.75〃 〃 〃 〃

1,079.10図書館 〃 〃 ２６６０番地１

90.72車庫 〃 〃 〃

40.00倉庫 〃 〃 〃

359.68大学院棟 〃 〃 ２６７５番地１

204.00〃 〃 〃 〃

7.81ポンプ室 〃 〃 〃

2,832.76３号館 〃 〃 ２６５１番地

9.65屋外便所 〃 〃 〃

3,056.86４号館 〃 〃 ２６５５番地４

39.29さくらんぼ館 〃 〃 ２６８２番地２

45.56車庫 〃 〃 ２５３４番地２

1,609.75学生寮 〃 〃 ２６８２番地１

14.69倉庫 〃 大字宮野下字上土井２６４１番地１

6,745.71看護学部棟 〃 〃 字上ノ山５４２番地

25.20機械室 〃 〃 〃 〃
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2,567.06看護学部西棟 〃 〃 〃 ５４１番地２

2,545.72講堂 〃 〃 〃 ５４０番地

〃 〃 〃 ５４１番地２

325.44宮野職員公舎 〃 〃 字堤下２９４４番地１

（４棟）

12.60宮野職員公舎倉庫 〃 〃 〃 〃

（４棟）

244.08宮野職員公舎 〃 〃 〃 ２９４６番地１

（３棟）

9.45宮野職員公舎倉庫 〃 〃 〃 〃

（３棟）

340.48宮野職員公舎 〃 〃 字上通２９４２番地１

（２棟）

13.60宮野職員公舎物置 〃 〃 〃 〃

（４棟）

1,348.96平野職員公舎 〃 〃 字平野２０１２番地１

（４棟）

215.70アネックス平野職 〃 〃 〃 〃

員公舎


